
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和８年１月７日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和８年１月７日（水）午前9時00分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

総務課 齊藤課長・中村係長 

３ 件名 

開庁時間（窓口受付時間）の短縮について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

【質疑応答】 

・夕方しか来庁できない、また閉庁間際等に来庁した人の窓口対応は。 

 また、窓口対応中に閉庁時間になり、他課で手続きが必要になった場合の対応は。 

→就業時間中であるため対応することになる。また、他課での手続きが発生した場合 

は、これまで同様の案内となるが、庁舎内のシャッターを閉めての対応となるた

め、双方の課が連携していく上で、やり方の検討は必要になってくると思う。 

 

・現状・課題の部分で、時間外勤務が恒常的に発生しているとあるが、逆を言えば、窓

口受付時間の短縮を実施すれば時間外勤務が少し減るということだと思う。その意味

で、働き方改革等を含め、業務効率化の効果がどれほどかになるかを把握し、効果検

証していくことが大事かと思う。 

 

【指示事項】 

・窓口受付時間を短縮しても、職員の就業時間は変わらない。その点から、メリハリを

つけて実施していくとともに、窓口対応時は各課で連携し、柔軟な対応をお願いした

い。また、コンビニ交付等も周知し、市民サービスの低下を最小限に抑制すること。 

 

 

 

 

 

 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

□ □ □ ■ （

目的 手段全ての年代 行政経営改革 事務等効率化市内全域カテゴリー

部課名 総務部　総務課

開庁時間(窓口受付時間)の短縮について

　　現在、デジタル化の推進により、各種手続きの簡略化や電子申請サービスなどのオ
ンライン手続きが徐々に増えつつある一方で、市役所の窓口担当部署では、開庁時間
と職員の勤務時間が同じであることから、開庁前の受付準備や閉庁後の残務処理など
に要する時間外勤務が恒常的に発生している。
　特に、転入届など、複数課で手続きが必要になるケースなどでは、時間ぎりぎりに受け
付けた際には、関係課は待ち時間なども発生している。
　また、開庁時間中は窓口業務で手一杯となり、業務改善や職員間の情報共有等の時
間が確保しづらい状況にある。
 　なお、印旛管内や県内の自治体においても開庁時間の短縮を導入又は検討してい
る状況が見られる。

①業務の効率化及び市民サービスの向上
②適切な労務管理の実現及び働きやすい環境の構築による人材の確保

　市役所の現行の開庁時間「午前８時30分から午後５時１５分まで」を「午前９時
から午後４時３０分まで」に短縮し、電話対応についても、開庁時間の短縮に合
わせて、同様の時間帯での対応とする。

令和8年2月12日 まで）

有 2月定例記者会見

有

年代 場所

無

令和 8 1

方法（時期）

7

付議書（行政経営戦略会議）

付議事案

議会説明 議員全員協議会 広報・ＨＰ等 有

・開庁時間（電話対応時間を含む）短縮の実施の有無
・実施する場合、開始時期・短縮する時間の決定

・周知期間等を踏まえたスケジュールを考えると6月実施が適当である。
・各課からの意見等について、必要な部分については調整すること。
・各課等の意見（別紙参照）

令和８年   ２月　議員全員協議会(2/6)
          　　     　定例記者会見（2/12）
　            ３月  広報掲載（３月から６月の計４回）
　　　　　　　　　　ホームページ、SNS、公共施設への掲示等での周知
              ６月　施行

項目 有無 方法（時期） 項目 有無

報道発表条例規則

千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

参考情報

案件提出
事由

①市政運営の基本的な方針（規程第4条第2項第1号）
ア　市政経営に関する事項

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

今後の
スケジュール

文化センター、給食センター、保育園及びこども発達センターを除く全ての部

千円 （うち特定財源



  

 

   

 

                          

 

 

 

 

                               

 

8 3 0

 

 

 

 

                   

 

 

 

   8 .9  

   
 1 2 .7 %  

   



  

 

                               

 

     8 3 0 5 1 5  

     

    

 

8 3 0 5 1 5  

 

 

    

    

    

 

 

 

   

    

  S N S

 

 

                        

   2 /6  

2 /1 2  

        

S N S

 

        

 

                     

 

D X  

 

 




































